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〔論文審査の要旨〕 

本論文は、森林減少が急速に進むミャンマーにおいて調査を行い、森林減少の要因と対

策についてまとめている。本論文が注目したのは、ミャンマーでの森林減少の主要な要因

となっている、政府が管理する森林への住民の不法な侵入（農地開発）であった。 

 ミャンマー政府は森林を確保するため保護林を設置し、住民の利用を制限した。こうし

て住民を森林から締め出すことで、森林が維持されるはずだったが、実際には、住民によ

る保護林への違法な侵入が起こっている。 

 本論文は５章からなる。第一章は緒論であり、本論文が扱う問題が丁寧に説明されてい

た。同時に、本研究の学術的価値について解説されていた。そして、本論文が取り組む３

つの調査疑問と、その疑問に対する予想される答えが、先行研究を用いて紹介されていた。

その３つの疑問とは、（１）政府による保護林の設置は、住民の不法侵入を止めるのに功を

奏したか？（２）世帯が生計手段を多様化すれば、住民の不法侵入を止められるのか？（３）

世帯の生計手段の多様化は、住民の不法侵入にどのような影響を与えるのか？であった。

先行研究から予想される答えは、（１）、（２）ともに肯定的なものであった。 

 第二章では方法が紹介されていた。特に、調査地とした保護林と、調査対象とした４つ

の村について詳しく説明されていた。また、世帯の生計の多様性の定量方法も述べられて

いた。続く第三章では、調査結果が、調査疑問と関連させられながら記述されていた。 

 第四章では、調査疑問に答えながら、ミャンマーにおける保護林への住民による不法侵

入について考察されていた。調査疑問（１）については、衛星画像と地理情報システムを

用い、保護林の制定前後で、森林への侵入率が変化したかを確かめた。結果は意外なもの

であり、保護林の制定前後で侵入率の変化は見られなかった。これは、政府が保護林を制

定するだけでは、森林が維持されないことを示唆している。さらに本論文では、不法侵入

が誰により行われたかを検討し、土地をもたない住民が、生活の困窮さから不法侵入に手

を染めている実態を明らかにした。調査疑問（２）については、先行研究では、世帯が多

様な生計手段をもつと、農業への依存が和らぎ、不法侵入が抑制されると議論されてきた。

しかし、本研究では、生計手段の多様化が必ずしも不法侵入を抑制するとは限らないこと

を示した。すなわち、農業以外に生計手段を求めない限り、いかに生計手段を多様化させ

ても、不法侵入へのその影響は限定的となることを示していた。最後に、生計手段の多様



化は不法侵入と複雑な関係をもつことも示した。この知見は、村や世帯の実態に合わせ、

生計手段の開発を行う必要があることを示唆している。 

 第五章では、以上から考えられる、不法侵入への効果的な対応策と、今後研究が求めら

れる課題が紹介された。 

このように、本研究は森林減少が急速に進むミャンマーで、その原因となっている不法

侵入の実態と原因、その対応策を示したものであり、本研究の結果を、ミャンマーの森林

管理に応用することが大いに期待される。 

  以上の内容について、審査の結果、本論文は統合生命科学研究科学位論文評価基準を

満たし、著者は博士（学術）の学位を授与される十分な資格があるものと認められた。 

 

 




